
 
                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERT VIEWEXPERT VIEWEXPERT VIEWEXPERT VIEW：：：：中国人個人中国人個人中国人個人中国人個人のののの対外担保提供対外担保提供対外担保提供対外担保提供    

日本企業日本企業日本企業日本企業とととと中国企業中国企業中国企業中国企業ののののアライアンスアライアンスアライアンスアライアンスにおいてにおいてにおいてにおいて、、、、中国企業中国企業中国企業中国企業のののの経営者個人経営者個人経営者個人経営者個人がががが十分十分十分十分なななな資産資産資産資産、、、、信用信用信用信用をををを形成形成形成形成しているしているしているしている場場場場

合合合合もももも多多多多くくくく見見見見られるようになってきたことられるようになってきたことられるようになってきたことられるようになってきたこと、、、、及及及及びびびび民営企業民営企業民営企業民営企業とのとのとのとのアライアンスアライアンスアライアンスアライアンスのののの場合場合場合場合にはにはにはには中国企業中国企業中国企業中国企業のののの経営者個人経営者個人経営者個人経営者個人とととと

のののの間間間間のののの信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係がそのがそのがそのがその重要重要重要重要なななな基礎基礎基礎基礎をなすをなすをなすをなす場合場合場合場合があることがあることがあることがあること等等等等のののの理由理由理由理由からからからから、、、、継続継続継続継続してなされるしてなされるしてなされるしてなされる各種取引各種取引各種取引各種取引についてについてについてについて

当該経営者個人当該経営者個人当該経営者個人当該経営者個人にににに対対対対してしてしてして保証保証保証保証そのそのそのその他他他他のののの担保担保担保担保のののの提供提供提供提供をををを求求求求めるようなめるようなめるようなめるような場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。このこのこのこの場合場合場合場合にはにはにはには、、、、中国中国中国中国のののの

「「「「担保法担保法担保法担保法」」」」そのそのそのその他他他他のののの担保等担保等担保等担保等のののの取引取引取引取引にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる実体法実体法実体法実体法にににに留意留意留意留意をををを要要要要するするするすることはもちろんなのですがことはもちろんなのですがことはもちろんなのですがことはもちろんなのですが、、、、更更更更にににに、、、、中国中国中国中国のののの

外国為替管理規制外国為替管理規制外国為替管理規制外国為替管理規制にににに留意留意留意留意するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。今回今回今回今回はははは、、、、上記上記上記上記のののの中国中国中国中国のののの経営者個人経営者個人経営者個人経営者個人がががが外国企業外国企業外国企業外国企業にににに対対対対してしてしてして保証保証保証保証

そのそのそのその他他他他のののの担保担保担保担保をををを提供提供提供提供するするするする場合場合場合場合のののの法的論点法的論点法的論点法的論点をををを整理整理整理整理してみたいとしてみたいとしてみたいとしてみたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

    

QQQQ：：：：    当社当社当社当社（（（（AAAA 社社社社））））はははは、、、、前回前回前回前回、、、、中国企業中国企業中国企業中国企業 BBBB 社社社社とのとのとのとの間間間間のののの ODMODMODMODM 契約契約契約契約にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる貿易代理貿易代理貿易代理貿易代理についてについてについてについて相談相談相談相談させていただきさせていただきさせていただきさせていただき

ましたましたましたました。。。。当社当社当社当社のののの検討検討検討検討のののの結果結果結果結果、、、、現状現状現状現状においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、個個個個々々々々のののの ODMODMODMODM 製品製品製品製品のののの売買売買売買売買にかかわるにかかわるにかかわるにかかわる契約契約契約契約（（（（以下以下以下以下「「「「個別契約個別契約個別契約個別契約」）」）」）」）

ではではではでは BBBB 社社社社がががが指定指定指定指定するするするする輸出入公司輸出入公司輸出入公司輸出入公司 CCCC 社社社社とのとのとのとの間間間間でででで契約契約契約契約をををを締結締結締結締結してしてしてして実務実務実務実務をををを処理処理処理処理していくのがしていくのがしていくのがしていくのが現実的現実的現実的現実的であるとであるとであるとであると判断判断判断判断

しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた、、、、CCCC 社社社社がががが個別契約個別契約個別契約個別契約にににに基基基基づくづくづくづく代金代金代金代金のののの支払支払支払支払をしないをしないをしないをしない場合場合場合場合にににに、、、、BBBB 社社社社にににに直接代金直接代金直接代金直接代金をををを請求請求請求請求することができすることができすることができすることができ

るるるる場合場合場合場合もあることはもあることはもあることはもあることは理解理解理解理解しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、やはりやはりやはりやはり、、、、そのそのそのその請求請求請求請求のののの確実性確実性確実性確実性やややや、、、、常常常常にににに訴訟訴訟訴訟訴訟やややや仲裁仲裁仲裁仲裁のののの結果結果結果結果をををを得得得得ないとないとないとないと BBBB 社社社社

がががが外国為替購入外国為替購入外国為替購入外国為替購入・・・・支払手続支払手続支払手続支払手続をををを処理処理処理処理することができないすることができないすることができないすることができない可能性可能性可能性可能性があることもがあることもがあることもがあることも理解理解理解理解しましたしましたしましたしました。。。。上記上記上記上記のののの理解理解理解理解をををを前提前提前提前提

としてとしてとしてとして、、、、当社当社当社当社としてはとしてはとしてはとしては、、、、BBBB 社社社社がががが董事長董事長董事長董事長であるであるであるである DDDD 氏氏氏氏がががが創業創業創業創業しししし、、、、発展発展発展発展させてきたさせてきたさせてきたさせてきた民営企業民営企業民営企業民営企業でありでありでありであり、、、、かつかつかつかつ、、、、DDDD 氏氏氏氏にににに対対対対

するするするする信用信用信用信用がががが当社当社当社当社とのとのとのとのアライアンスアライアンスアライアンスアライアンスのののの最最最最もももも重要重要重要重要なななな基礎基礎基礎基礎となっていることからとなっていることからとなっていることからとなっていることから、、、、上記上記上記上記のののの個別契約個別契約個別契約個別契約についてはについてはについてはについては CCCC 社社社社

とととと取引取引取引取引をすることををすることををすることををすることを了承了承了承了承するするするする条件条件条件条件としてとしてとしてとして、、、、DDDD 氏氏氏氏がががが CCCC 社社社社にににに連帯連帯連帯連帯してしてしてして保証保証保証保証することをすることをすることをすることを要請要請要請要請しましたしましたしましたしました。。。。しかししかししかししかし、、、、DDDD 氏氏氏氏のののの

回答回答回答回答はははは、「、「、「、「個人個人個人個人のののの心情心情心情心情としてとしてとしてとして保証保証保証保証することにすることにすることにすることに問題問題問題問題はないがはないがはないがはないが、、、、中国中国中国中国ではではではでは中国人個人中国人個人中国人個人中国人個人がががが外国企業外国企業外国企業外国企業にににに保証等保証等保証等保証等のののの担担担担

保保保保をををを提供提供提供提供することがすることがすることがすることが禁止禁止禁止禁止されておりされておりされておりされており、、、、法律法律法律法律にににに反反反反することはできないすることはできないすることはできないすることはできない。。。。またまたまたまた、、、、中国以外中国以外中国以外中国以外にににに資産資産資産資産はないはないはないはない。」。」。」。」としてとしてとしてとして上上上上

記記記記のののの連帯保証連帯保証連帯保証連帯保証についてもについてもについてもについても、、、、断断断断りをりをりをりを入入入入れてきていますれてきていますれてきていますれてきています。。。。DDDD 氏氏氏氏がががが中国国外中国国外中国国外中国国外にににに資産資産資産資産をををを有有有有しているかどうかはしているかどうかはしているかどうかはしているかどうかは別別別別としとしとしとし

てててて、、、、中国中国中国中国のののの法律法律法律法律がががが中国人個人中国人個人中国人個人中国人個人のののの保証保証保証保証をををを禁止禁止禁止禁止しているというのはしているというのはしているというのはしているというのは正正正正しいしいしいしい説明説明説明説明なのでしょうかなのでしょうかなのでしょうかなのでしょうか？？？？    

    

AAAA：：：：    結論結論結論結論としてはとしてはとしてはとしては、、、、本本本本ケースケースケースケースにおいてにおいてにおいてにおいて仮仮仮仮にににに AAAA 社社社社とととと DDDD 氏氏氏氏とがとがとがとが保証契約保証契約保証契約保証契約をををを締結締結締結締結したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても、、、、そのそのそのその有効性有効性有効性有効性をををを確保確保確保確保するするするする

ことができないとことができないとことができないとことができないと考考考考えておくべきだとえておくべきだとえておくべきだとえておくべきだと思思思思いますいますいますいます。。。。最終的最終的最終的最終的なななな履行及履行及履行及履行及びびびび法執行法執行法執行法執行のののの可能性可能性可能性可能性をををを確保確保確保確保することはすることはすることはすることは正常取正常取正常取正常取

引引引引においてにおいてにおいてにおいて最最最最もももも重要重要重要重要なことなのでなことなのでなことなのでなことなので、、、、このこのこのこの観点観点観点観点からはからはからはからは、、、、本本本本ケースケースケースケースでででで DDDD 氏氏氏氏からからからから連帯保証連帯保証連帯保証連帯保証をををを得得得得ておくことのておくことのておくことのておくことの意義意義意義意義はははは

大大大大きくないときくないときくないときくないと考考考考えておいたえておいたえておいたえておいた方方方方がががが無難無難無難無難だとだとだとだと思思思思いますいますいますいます。。。。    

１１１１    「「「「担保法担保法担保法担保法」」」」のののの関係関係関係関係    

担保法は、中国の自然人が担保提供者となることや、外国企業が担保権者となること（以下中国の法主

体が外国企業に対して担保を提供することを「対外担保」といいます。）自体を制限していないので、中国の

自然人と外国企業との間の担保権設定契約も、同法との関係では有効に成立すると考えることができま

す。 

 

２２２２    外国為替管理規制外国為替管理規制外国為替管理規制外国為替管理規制    

「個人外国為替管理弁法」（2007 年 2 月 1 日施行）第 21 条は「国内の個人が国外に貸し金を提供し、外

債借入れをし、対外担保を提供し、並びに国外の商品先物及びデリバティブ商品取引に参加する場合には、

関係規定に適合し、かつ、外国為替管理局で相応する登記手続を処理しなればならない。」と規定し、中国

の自然人が外国企業に対して担保提供することを予定する条項を置いています。更に、「個人外国為替管

理弁法実施細則」（2007 年 2 月 1 日施行）第 23 条は、「人民元を資本取引において兌換可能とすることの

進捗に応じて、順次国内の個人の国外に対する貸し金の提供、外債借入れをし、対外担保を提供し、並び

に国外の商品先物及びデリバティブ商品取引に参加することについての管理を開放する。具体的な規定は、
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別途制定する。」と定めています。この別途制定されることが予定される規定は現在まで制定されていない

状況です。 

上記のとおり「個人外国為替管理弁法」及び「個人外国為替管理弁法実施細則」は中国の個人が対外担

保を提供することを想定しているのですが、別途制定されるべき規定が現在まで制定されておらず、上記の

対外担保についての外国為替管理局での認可取得手続（なお、当該認可が必要なことについては「外国為

替管理条例」第 19 条第 1 項を参照）及び登記手続に関する法規・規範が存在しません。なお、「外債管理暫

定施行弁法」や「国内機構対外担保管理弁法」等は、いずれも中国国内の「機構」を主体とする法規で、こ

れを中国の「個人（自然人）」に適用することを予定していません。 

上記の法状況で、中国の個人の対外担保についての外国為替管理局での認可取得手続や登記手続に

関する法規・規範がなく、仮に、担保契約を担保権設定者所在地の外国為替管理局に持ち込んでも、実際

には、認可手続等を進めてくれない状況、即ち、認可も登記もできない状況となっています。 

 

３３３３    認可認可認可認可・・・・登記登記登記登記がないがないがないがない対外担保契約対外担保契約対外担保契約対外担保契約のののの有効性有効性有効性有効性    

認可・登記がない対外担保契約の有効性については、「最高人民法院の『担保法』の適用に係る若干の問

題に関する解釈」（法釈〔2000〕44 号）第 6 条がこれを「無効」とする旨を明記しています。従って、上記のよう

に、現実問題として外国為替管理局の認可・登記をすることができない中国の個人の対外担保契約は、中国

法の適用下においては「無効」と考えるのが合理的です。また、上記の対外担保に関する認可・登記規制は、

資本取引に係る外国為替規制であり、当事者の準拠法の選択合意により適用を排除することができる規制

規範でない強い強行法規と考えるべきであり、仮に、準拠法を日本法と合意しても上記の結論は変わりませ

ん。 

ただし、上記の司法解釈は、対外担保契約を無効としつつ、第 7 条において、「主たる契約が有効であるが

担保契約が無効である場合において、債権者に故意・過失がないときは、担保権設定者は債務者と主たる契

約の債権者の経済的損害について連帯賠償責任を負う。債権者及び担保権設定者の過失があるときは、担

保権設定者が負う民事責任の部分は、債務者が弁済することができない部分の二分の一を超えない。」とし

て、債権者（担保権者）に故意がない場合に賠償責任を認めることで、関係者の権利調整をしています。 

上記の法釈〔2000〕44 号第 7 条中の「債権者の故意・過失（中文原文は「過錯」）」については、関連する規範

中にその意義を明確に定めるものは見当たりません。私見となりますが、外為規制を理由に契約の有効性を

否定した上で、債務者との連帯で契約外の「賠償責任」を認め、債権者の保護を図るということなので、その

趣旨は、「落ち度」といったニュアンスが強いと考えるのが合理的であると思います。即ち、上記の債権者の

利益の保護は、契約の一般法理によりつつ、契約外の理由に実施する必要があり、例えば、信義則に基づき、

担保権者の担保権設定契約の有効性を信じた信頼利益を保護するといった論理によらざるを得ず、この際に、

担保権設定者の主観を問題にしても意義が小さいので、利益を受けるべき担保権者の信頼の基礎に「落ち

度がない」ことを要求して、当事者間の衡平を図るという趣旨と考えておいた方が無難だと思います。 

例えば、対外担保に関する認可・登記規制自体を担保権者が知っていたとしても、「認可登記は確実に得るこ

とができる」、「認可登記がなくとも在外口座の資金をもって保証弁済をする」といったことを執拗に説明し、貸

し金を引き出したような事情があれば、債権者の利益を保護すべき信義則上の要請がある場合もあるといっ

た、あいまいな要件なのだと思います。他方で、債権者側が認可登記規制を知りつつ、被担保取引の締結・

履行に当たり対外担保の提供を要求し、担保権設定者が不本意ながらその要求に応じたような場合には債

権者に「落ち度がある」として賠償責任自体を認めないということもありえます。 

要するに、信義則等の一般法理に根を置くと考えるべきなので、「過錯」という用語の厳密な定義というより

も、実際の事情により債権者に保護すべき（信頼）利益があれば担保権設定者に連帯賠償責任を認めるとい

ったあいまいな解釈基準なのではないかと思います。 

また、賠償の対象となる「損害」の範囲も問題となるはずなのですが、この点もこれを明確に定める規範等

は見当たらず、同条後段で「債権者及び担保権設定者に過錯がある場合・・・」として双方に落ち度がある場

合の賠償の基準を「債務者が弁済することができない部分の2分の1を超えない」として未弁済額を1つの基

準にしています。従って、前段の「損害」も「債務者が弁済することができない部分」が基準になると推測する

ことができます。しかし・・・・「を超えない」としてその上限額を示すだけなので、結局この点も、具体的な事情

に応じて、「債務者が弁済することができない部分」を上限として損害賠償を認める場合があるといったあい

まいな基準を示すにすぎないと考えるべきだと思います。 
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４４４４    本本本本ケースケースケースケースにおけるにおけるにおけるにおける検討検討検討検討    

本ケースでは、結論としては、中国に居住する個人の対外担保の認可・登記に関する規定が制定・施行

されていない現状では、本ケースにおいて仮に A社と D 氏とが保証契約を締結したとしても、その有効性を

確保することができないと考えておくべきだと思います。 

非常に悩ましいのですが、例えば、①上記の法釈〔2000〕44 号第 7 条に定める範囲で、D 氏の損害賠償

についての連帯賠償責任を期待して、連帯保証契約を締結して対応する、②債務者の債務不履行等を条

件とする資産の売買予約（代金から不履行債務を控除するような合意を形成した上）のような合意をもって

債権的に拘束しておくこと等の対応も検討する余地はあると思うのですが、上記①についても前記のように、

債権者側から積極的に対外担保提供の申し出があり、当該対外担保が取引契約の締結・履行の重要な信

用の基礎、誘因となったような事情がないと、結局、外国企業が中国の裁判所で上記第 7 条の適用により

救われることは期待しえない、即ち、債権者に「落ち度がある」として賠償責任自体を認めないということも

ありえますし、また、②の予約合意も対外担保規制適用を回避する目的を有する良俗等に反する無効な合

意と判断されるおそれもあります。また、上記のような問題が顕在化した場合には、結局、中国での訴訟や

仲裁により解決を図り、更には、当該訴訟の判決や仲裁判断がないと、D氏が個人として外国為替購入・支

払の手続を処理することができないことも予想されます。 

最終的な履行及び法執行の可能性を確保することは正常取引において最も重要なことなので、この観点

からは、本ケースで D 氏から連帯保証を得ておくことの意義は大きくないと考えておいた方が無難だと思い

ます。他方で、アライアンス取引の実務においては、「最終的な履行及び法執行の可能性の確保」という観

点のみでなく、きちんと信頼の基礎を形成しておくことにも意義がある場合があります。本ケースで仮にD氏

との間で連帯保証契約を締結するということであれば、後者の意義を検討した上で、また、将来、国内の個

人の対外担保等に関する規定が制定された場合に必要となる認可、登記等の手続を処理することを前提と

して、これを締結するという方針で対応することが肝要なのではないかと思います。 
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【【【【経済経済経済経済】】】】 

◆◆◆◆5555 月月月月のののの主要経済指標主要経済指標主要経済指標主要経済指標    CCCCPIPIPIPI はははは 2222 年年年年ぶりのぶりのぶりのぶりの低水準低水準低水準低水準    

国家統計局は 9 日、5月の主要経済指標を発表した。1-5月の固定資産投資は前年同期比+20.1%と 1-4 月より 0.1

ポイント下落、5 月の社会消費財小売総額は前年同月比+13.8% と前月より 0.3 ポイント下落し、何れも小幅ながら

上昇率が鈍化した。5月の工業生産は前年同月比+9.6%と、前月より 0.3ポイント上昇したものの、2ヶ月連続で伸び

が 1桁に止まった。5月の消費者物価指数（CPI）上昇率は前月より 0.4ポイント下落して+3.0%となり、2010 年 6 月

以降 2 年ぶりの低水準となったが、食品が物価を押し上げる構造は変わらず、食品のうち、野菜が同+31.2%、水産

物+11.3%、油脂+6.0%、穀物+3.4%、豚肉▲0.6%、果物▲7.1%、卵▲9.8%と、野菜価格の高騰が国民の食卓を直撃して

いる。一方、5 月の工業生産者出荷価格指数（PPI）は前年同月比▲1.4% と、昨年 7 月以降下落傾向が続いてい

る。対外貿易は、5月の輸出が前年同月比+15.3%の 1,811.4億米ドル、輸入が同+12.7%の 1,624.4億米ドル、月次ベ

ースで共に過去最高を記録した。これについて、商務部の部長は、5月の輸出入は若干好転したものの、年後半の

海外情勢は依然として厳しく、楽観的に見れば対外貿易総額の通年目標である 10%前後の増加を実現できるとコメ

ントした。なお、国家統計局は、国務院の「民間投資促進」方針に基づき、民間投資の進捗状況をより的確に把握

する為、今月より「民間固定資産投資」の指標を新設した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆◆◆2011201120112011 年中国一人当年中国一人当年中国一人当年中国一人当たりたりたりたり GDP GDP GDP GDP 世界世界世界世界 89898989 位位位位 
国際通貨基金（IMF）の発表によると、2011 年の中国

の一人当たりGDPは米ドル換算で5,414ドルに達し、

前年比+22.5%と堅調な伸びを示したものの、世界ラン

キングでは89位と低位に留まった。1位はルクセンブ

ルク（113,533 ドル）、2 位はカタール（98,329 ドル）、3

位はノルウェー（97,255 ドル）の順で、以下、アメリカ

14位、日本（45,920 ドル）18 位、香港 26位、台湾 40

位となった。中国は、同年のGDP総額では7兆2,981

億ドルと引き続き日本を抜き世界第 2位となったもの

の、一人当たりでは 1位のルクセンブルクの約 20 分

の 1、18 位の日本と比べても約 8 分の 1 に過ぎず、

未だに先進諸国との開きが大きい。ただし、ここ 10

年の推移を見ると、2002 年は 1,132 ドル、2006 年

2,064 ドル、2010 年 3,739 ドルと一貫して増加基調に

あり、IMF は、今後年平均 9%前後の安定成長を維持

し、2017 年には 9,153 ドルに達すると予測している。 

【【【【産業産業産業産業】】】】    

◆◆◆◆5555 月月月月のののの自動車生産自動車生産自動車生産自動車生産・・・・販売台数販売台数販売台数販売台数ともにともにともにともに 2222 桁桁桁桁のののの伸伸伸伸びびびび    

中国自動車工業協会の 9 日の発表によると、5月の自動車生産台数は前年同月比+16.2%の 157.09万台、販売台

数は同+16.0%の 160.72万台となり、生産・販売ともに堅調な伸びを示している。車種別では、乗用車の生産が前年

同月比+21.6%の 126.91万台、販売が同+22.6%の 128.19万台と高い伸びを維持し、乗用車のうち、SUV（スポーツ用

多目的車）の販売が好調で、前年同月比+58.4%の 16.26万台となった。一方、商用車はトラックの需要低迷を受け、

生産が前年同月比▲2.0%の 30.18 万台、販売が同▲4.3%の 32.53 万台と減少した。なお、1-5 月の累計でみると、

生産台数は前年同期比+3.2%の 800.03万台、販売台数は同+1.7%の 802.35万台と、伸び率は 1-4 月のそれぞれ同

+0.47%、同▲1.3%から微増となった。 
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（資料）中国外貨取引センター、中国人民銀行、上海証券取引所資料より三菱東京 UFJ 銀行国際業務部作成 

 

 

先週の中国人民元は6.3685で寄りついた。中国人民銀行は対米ドル基準値を実勢比元高水準である6.31～6.32台へ設定す

るも、6.36台を中心とした推移が続いた。7 日に中国人民銀行は約 3 年半ぶりとなる利下げを実施。8日に人民元は安値 6.371

まで下落し、安値圏で越週した。週末に発表された 5月経済指標では、輸出入は共に堅調となったものの小売売上や鉱工業生

産は市場予想を下回った。一方、消費者物価指数伸び率は鈍化しており、政策金利引き下げの正当性を裏付ける内容となった。

人民元は安値圏で越週しているが、対米ドル基準値からは当局が積極的な元安誘導を行う姿勢は窺われないこと、利下げに

より先行きの景気下支え効果が期待されることから、一方的な元安進行は見込んでいない。しかし、ギリシャ再選挙を週末に控

え、欧州情勢はなお予断を許さない状況が続くことから上値の重い展開が続こう。（6 月11 日作成） 

 （市場企画部市場ソリューション室 グローバルマーケットサーチ） 

 

人人人人    民民民民    元元元元    のののの    動動動動    きききき    

RMB RMB RMB RMB レビューレビューレビューレビュー＆＆＆＆アウトルックアウトルックアウトルックアウトルック    

【【【【金融金融金融金融・・・・為替為替為替為替】】】】    

◆◆◆◆クロスボーダークロスボーダークロスボーダークロスボーダー人民元決済人民元決済人民元決済人民元決済    

        ～～～～「「「「重点監督管理企業重点監督管理企業重点監督管理企業重点監督管理企業リストリストリストリスト」」」」9,5029,5029,5029,502 社社社社決決決決定定定定、「、「、「、「輸出輸出輸出輸出貨物貨物貨物貨物パパパパイイイイロッロッロッロットトトト企業企業企業企業」」」」制制制制度廃度廃度廃度廃止止止止へへへへ～～～～ 
中国人民銀行等 6 部署は 12 日、「輸出貨物貿易人民元決済企業重点監督管理リストに関する書簡」（銀弁函

[2012]381 号）（※）を発表。人民元建て輸出貨物貿易決済について、「重点監督管理企業リスト」の対象先として 9,502

社を確定したことを明らかにした。これにより、従来の「輸出貨物パイロット企業リスト」管理から「重点監督管理企業リ

スト」管理に正式に移行し、中国国内の輸出入経営資格を有する全ての企業が、人民元建て輸出貨物貿易決済を行う

ことが可能となった。 

※：同書簡の解説･仮訳 ⇒ http://www.bk.mufg.jp/report/chi200403/312061301.pdf  
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